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天
文
異
変
記
事
と
平
家
物
語 
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要 

旨 本
文
对
『
平
家
物
语
』
中
的
两
个
天
文
现
象
・〈
彗
星
〉〈
金

星
犯
昂
星
〉
的
描
写
方
法
及
作
用
进
行
了
论
述
。 

「
觉
一
」
版
本
里
描
写
的
这
两
个
天
文
现
象
都
暗
示
了
故

事
情
节
的
发
展
。
笔
者
认
为
它
们
与
「
末
法
及
平
家
灭
亡
」
这

一
构
思
具
有
紧
密
联
系
。
围
绕
这
两
个
天
文
现
象
，
本
文
在
比

较
分
析
了
中
国
及
日
本
的
相
关
历
史
记
载
的
基
础
上
，
对
『
平

家
物
语
』
中
具
有
代
表
性
的
十
三
个
版
本
进
行
了
研
究
，
从
而

得
出
―
由
于
各
版
本
整
体
构
思
上
的
差
异
，
两
个
天
文
现
象
的

描
写
方
法
也
不
尽
相
同
。
其
中
，「
觉
一
」
与
「
流
布
」
两
版
本

以
〈
彗
星
〉
暗
示
了
因
平
家
暴
行
而
导
致
的
佛
法
・
王
法
衰
退
，

以
〈
彗
星
〉〈
金
星
犯
昂
星
〉
预
示
了
平
氏
家
族
灭
亡
的
结
局
。 

    

キ
ー
ワ
ー
ド
…
… 

天
文
異
変 

予
兆 

末
法 

構
想 

は
じ
め
に 

 
 

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
は
、
天
文
異
変
が
二
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、〈
彗
星
出
現
〉（
巻
第
三
）、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉（
巻
第
六
）
で
あ
る
（

1
）

。

現
代
人
の
天
文
に
対
す
る
感
じ
方
と
は
全
く
異
な
る
が
、
古
代
中
国
人
は
彗

星
出
現
、
惑
星
同
士
の
犯
合
、
日
食
、
月
食
な
ど
の
天
体
の
異
変
を
、
人
間

世
界
の
出
来
事
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。『
史
記
』・
天
官
書
（

2
）

に
、「
日
月
運
行
、
歴
示
吉
凶
也
」
と
記
さ
れ
る
の
が
そ
の
考
え
の
端
的
な

現
れ
で
あ
る
。
日
本
で
も
そ
の
考
え
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
斉
藤

国
治
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
天
文
観
察
の
主
要
目
的
が
自
然
科
学
の
探
求
で
は

な
く
占
い
で
あ
り
、
陰
陽
寮
か
ら
内
奏
す
る
天
文
異
変
の
占
書
の
内
容
は
、

天
子
個
人
の
生
命
ま
た
は
国
家
の
危
殆
に
関
連
す
る
極
秘
事
項
で
あ
っ
た

（

3
）

。『
平
家
物
語
』
は
平
安
時
代
末
の
政
治
体
制
、
宗
教
体
制
等
の
大
き
な

動
乱
を
記
し
て
い
る
が
、「
天
子
の
生
命
、
国
家
の
危
殆
」
と
い
う
ほ
ど
重

要
視
さ
れ
て
い
る
天
文
異
変
が
、
そ
の
『
平
家
物
語
』
で
二
つ
し
か
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。 

『
平
家
物
語
』
は
忠
盛
昇
殿
の
長
承
元
年
（1132

）
か
ら
書
き
始
め
、
正

治
元
年
（1199

）
の
六
代
被
斬
ま
で
の
六
十
八
年
間
の
出
来
事
を
取
り
上
げ

て
い
る
が
、
こ
の
六
十
八
年
間
に
、
彗
星
出
現
や
惑
星
同
犯
な
ど
の
よ
う
な

天
文
異
変
は
こ
の
二
回
だ
け
で
は
な
い
（

4
）

。
私
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
治
承

二
年
の
〈
彗
星
出
現
〉
を
含
め
、
彗
星
出
現
は
計
十
九
回
も
観
察
さ
れ
（

5
）

、

養
和
二
年
の
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
を
含
め
、
惑
星
現
象
は
八
十
回
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
（

6
）

。
多
く
現
れ
た
天
変
の
中
に
、
平
家
物
語
は
、
治
承
二
年
の

〈
彗
星
出
現
〉
と
養
和
二
年
の
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
と
の
二
つ
だ
け
を
取
り

上
げ
て
い
る
の
は
、
物
語
の
構
想
に
絡
ん
で
の
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。 
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平
家
の
興
亡
及
び
乱
世
末
代
を
描
く
平
家
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の

天
変
は
、
記
述
位
置
か
ら
考
え
る
と
、
物
語
全
体
の
構
想
に
関
わ
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ま
ず
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
二
つ
の
天
変
記
事
と
そ
の
位
置

を
確
認
す
る
。 

 

一
、
覚
一
本
に
記
さ
れ
る
二
つ
の
天
変 

 1
、
治
承
二
年
（1178

）
正
月
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉 

 

同
正
月
七
日
彗
星
東
方
に
い
づ
。
蚩
尤
気
と
も
申
す
。
又
赤
気
と
も
申
す
。
十

八
日
光
を
ま
す
。（
巻
三 

赦
文 

『
平
家
物
語
①
』 
一
八
五
頁
） 

 

極
め
て
短
い
記
述
で
あ
り
、〈
彗
星
出
現
〉
の
意
味
が
本
文
中
で
は
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
蚩
尤
気
と
も
申
す
」「
赤
気
と
も
申
す
」
と
、

二
回
も
別
称
を
紹
介
す
る
の
は
強
い
印
象
を
与
え
、
ま
た
「
光
を
ま
す
」
と

も
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
不
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

彗
星
記
述
は
、
巻
三
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
記
さ
れ
る
の
だ
が
、
巻
二
の

「
大
納
言
死
去
」
や
「
康
頼
祝
言
」
な
ど
の
「
鹿
谷
事
件
」
の
後
日
談
、
及

び
仏
教
の
衰
微
を
表
す
「
山
門
滅
亡
」「
善
光
寺
炎
上
」
な
ど
を
う
け
て
巻

三
が
始
ま
る
。
巻
三
の
巻
頭
は
「
鹿
谷
事
件
」
を
め
ぐ
っ
て
、
法
皇
は
「
御

憤
り
い
ま
だ
や
ま
ず
」、
清
盛
は
「
君
を
も
御
う
し
ろ
め
た
き
事
に
思
ひ
」

と
、
互
い
に
深
い
不
満
を
抱
い
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
不
満
が
一

触
即
発
し
そ
う
な
状
況
の
中
、
彗
星
の
出
現
が
記
さ
れ
、
続
い
て
「
中
宮
懐

妊
」
の
記
事
と
な
る
。 

 

2
、
養
和
二
年
（1182

）
二
月
に
お
け
る
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉 

 

さ
る
程
に
養
和
も
二
年
に
な
り
に
け
り
。
二
月
廿
一
日
太
白
昂
星
を
を
か
す
。

天
文
要
録
に
云
「
太
白
昂
星
を
侵
せ
ば
四
夷
お
こ
る
」
と
い
へ
り
。
又
、「
将

軍
勅
命
を
蒙
ッ
て
国
の
さ
か
ひ
を
い
づ
」
と
も
み
え
た
り
。（
巻
六 

横
田
河

原
合
戦 

『
平
家
物
語
①
』 

四
七
六
頁
） 

 「
太
白
昂
星
を
を
か
す
」
と
は
、
惑
星
同
士
の
犯
合
で
あ
る
。〈
彗
星
出

現
〉
の
記
述
と
違
っ
て
、『
平
家
物
語
』
は
、『
天
文
要
録
』
の
記
載
を
引
用

し
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
と
い
う
天
文
現
象
を
「
四
方
の
蛮
族
が
蜂
起
す
る
」、

ま
た
「
将
軍
が
勅
令
を
受
け
て
国
外
へ
出
る
」
と
、
動
乱
の
凶
兆
で
あ
る
と

示
す
。 

巻
六
は
高
倉
院
の
死
去
、
清
盛
の
死
去
、
義
仲
と
城
氏
と
の
対
戦
な
ど
を

記
し
て
か
ら
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
が
記
さ
れ
る
。〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
の
前

後
に
、
平
家
一
族
の
昇
進
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
前
に
は
、
中
宮
が
院
号
・

建
礼
門
院
を
い
た
だ
い
た
こ
と
と
、
後
に
は
、「
平
家
の
人
々
大
略
官
加
階
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
続
い
て
法
皇
が
平
氏
を
追
討
す
る
と
い
う
噂
に
よ
る
大

騒
動
、
横
田
河
原
合
戦
の
大
敗
な
ど
が
対
照
的
に
記
さ
れ
る
。 
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〈
彗
星
出
現
〉
は
、「
鹿
谷
事
件
」
の
悲
惨
な
後
日
談
及
び
清
盛
と
法
皇

と
の
対
立
、
仏
法
の
衰
滅
を
表
す
諸
事
件
を
背
景
と
し
て
、
平
家
一
族
が
外

戚
と
し
て
の
地
位
を
固
め
る
「
中
宮
懐
妊
」
記
事
と
の
間
に
記
さ
れ
る
。 

〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
は
、
高
倉
院
の
死
去
、
清
盛
の
死
去
、
義
仲
と
城
氏

と
の
対
戦
な
ど
の
、
不
気
味
な
平
家
側
に
不
穏
な
情
勢
の
中
で
、
中
宮
院
号
、

平
家
の
昇
進
と
い
う
平
家
に
と
っ
て
の
め
で
た
い
記
事
の
間
に
記
さ
れ
る
。 

い
ず
れ
も
背
後
に
暗
雲
が
あ
り
な
が
ら
も
平
家
に
と
っ
て
の
栄
華
記
事

と
い
う
中
で
、
二
つ
の
天
文
異
変
が
記
さ
れ
て
い
る
。
平
家
の
運
命
に
忌
ま

わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
加
え
、
物
語
の
展
開
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。 

 

二
、
記
録
類
に
記
さ
れ
る
二
つ
の
天
変 

    

1
、
平
家
物
語
の
天
変
記
事
と
史
実 

 

平
家
物
語
に
記
さ
れ
る
二
つ
の
天
変
記
事
は
、
史
実
上
に
本
当
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

 

①
〈
彗
星
出
現
〉（
治
承
二
年
正
月
七
日
ー
十
八
日
）
に
つ
い
て 

『
玉
葉
』（
7
）

、『
山
槐
記
』（
8
）

い
ず
れ
も
、
治
承
元
年
十
二
月
二
十
四
日
、

治
承
二
年
一
月
七
日
に
、
彗
星
が
二
回
出
現
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。 

ま
ず
、『
玉
葉
』
治
承
二
年
正
月
十
八
日
の
条
に
、 

 

泰
茂
来
云
、
去
七
日
彗
星
見
、
去
年
十
二
月
廿
四
日
又
見
云
々
、
今
夜
公
家
、

有
玄
宮
北
極
御
祭
、（
泰
親
朝
臣
奉
仕
之
）
彗
星
者
第
一
之
変
也
、
去
年
惑
入
太

微
、
今
年
彗
星
見
、
乱
代
之
至
、
以
之
可
察
云
々
。 

 

と
記
す
。「
第
一
之
変
」「
乱
代
之
至
」
と
、
大
変
凶
兆
視
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、『
玉
葉
』
文
治
元
年
正
月
五
日
の
条
に
も
彗
星
出
現
が
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

此
間
、
天
文
博
士
廣
元
来
、
申
云
、
去
元
日
、
巽
方
赤
気
、
其
躰
類
彗
、
所
蚩

尤
気
（
気
一
作
旗
）、
也
云
々
、
其
占
尤
重
、
除
舊
布
新
之
象
也
云
々
。 

 

と
書
い
て
、「
除
舊
布
新
之
象
」
と
と
ら
え
て
い
る
。 

『
山
槐
記
』
治
承
二
年
正
月
七
日
の
条
に
は
、 

 

今
暁
巽
方
彗
星
出
…
凡
彗
星
者
希
代
之
変
、
除
舊
布
新
之
象
也
、
本
文
所
載
兵

喪
水
旱
疾
疫
謀
反
飢
饉
等
之
類
、
随
行
度
有
其
徴
。 

 

と
記
し
た
後
、
舒
明
天
皇
時
代
か
ら
、
天
養
元
年
ま
で
に
四
十
一
回
彗
星
が

出
現
し
た
こ
と
を
列
挙
し
、〈
彗
星
出
現
〉
を
「
除
舊
布
新
」、「
動
乱
謀
反
」

や
、
疫
病
飢
饉
な
ど
の
、
世
の
中
の
災
害
及
び
各
種
重
大
事
件
の
予
兆
だ
と
、

解
釈
し
て
い
る
。 

『
玉
葉
』
は
「
第
一
之
変
」、『
山
槐
記
』
は
「
希
代
之
変
」、
両
方
と
も

「
除
舊
布
新
之
象
」
と
記
し
、
彗
星
出
現
は
天
体
異
変
の
第
一
と
し
て
、
も
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っ
と
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
平
家
物
語
に
記
さ
れ
た

実
際
の
時
代
に
お
け
る
彗
星
の
と
ら
え
か
た
で
あ
っ
た
。 

 

②
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉（
養
和
二
年
二
月
）
に
つ
い
て 

『
玉
葉
』
の
養
和
二
年
二
月
二
十
三
日
の
条
に
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。「
午
刻
、
泰
親
朝
臣
来
…
此
間
、
金
星
欲
犯
昴
宿
、
若

如
存
犯
之
者
、
殊
勝
大
事
之
変
也
」
と
、
大
変
凶
兆
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。 

 

『
玉
葉
』『
山
槐
記
』
に
『
平
家
物
語
』
に
相
当
の
記
述
が
見
ら
れ
、
二

つ
の
天
変
記
事
は
史
実
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
と
分
か
る
。 

 

2
、
中
国
、
日
本
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉
の
認
識 

 

記
録
類
を
調
べ
て
み
る
と
、
昔
中
国
及
び
日
本
で
は
、
彗
星
の
出
現
は
何

か
の
大
事
件
の
予
兆
だ
と
考
え
、
出
現
す
る
た
び
に
占
い
が
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
ず
『
史
記
』
に
お
け
る
彗
星
の
記
述
を
見
て
み
る
。 

『
史
記
』・
天
官
書
に
よ
れ
ば
、
彗
星
出
現
は
重
く
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
。「
蚩
尤
旗
類
彗
而
後
曲
象
旗
、
見
則
王
者
征
伐
四
方
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。「
彗
に
類
し
て
後
曲
り
、
旗
に
象
る
」
と
彗
星
の
形
を
紹
介
し
、「
王

者
四
方
を
征
伐
す
」
と
兵
乱
を
予
兆
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

ま
た
同
書
で
は
、
彗
星
出
現
に
対
し
、「
天
彗
者
…
見
則
兵
起
、
除
舊
布

新
」
と
解
釈
し
、
兵
乱
の
ほ
か
、「
除
舊
布
新
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
彗
星
出
現
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、 

 

秦
始
皇
之
時
、
十
五
年
彗
星
四
見
、
久
者
八
十
日
、
長
或
竟
天
。
其
後
秦
遂
以

兵
滅
六
王
、
並
中
国
、
外
攘
四
夷
、
死
人
如
乱
麻
、
因
以
張
楚
並
起
、
三
十
年

之
閒
兵
相
駘
籍
、
不
可
勝
数
。 

 

と
、
頻
繁
か
つ
長
い
間
出
現
す
る
彗
星
は
、
秦
始
皇
の
中
国
統
一
に
よ
る
兵

乱
を
暗
示
し
た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。 

『
史
記
』
の
記
述
を
総
合
す
れ
ば
、
彗
星
出
現
は
「
除
舊
布
新
」
の
兆
し
、

「
兵
乱
」
の
予
兆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

『
史
記
』
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
中
国
正
史
も
、
彗
星
出
現
を
重
要
視

し
て
い
る
。 

『
漢
書
』・
天
文
志
に
、「
彗
所
以
除
舊
布
新
也
…
改
更
之
象
也
。
其
出
久

者
為
其
事
大
也
…
其
後
卒
有
王
莽
簒
国
之
禍
」
と
記
し
、
彗
星
出
現
は
「
王

莽
の
謀
反
」
の
予
兆
で
あ
っ
た
と
い
う
（

9
）

。 

『
後
漢
書
』・
天
文
志
に
、「（
建
安
）
二
十
三
年
三
月
、
孛
星
晨
見
東
方

二
十
餘
日
、
夕
出
西
方
、
占
曰
「
除
舊
布
新
之
象
也
」」
と
す
る
の
は
、『
史

記
』
の
「
除
舊
布
新
」
と
同
様
で
あ
る
（

10
）

。 

中
国
の
正
史
の
ほ
か
、『
太
平
御
覧
』・
天
部
（

11
）

を
み
る
と
、
彗
星
は
惑

星
同
士
犯
合
な
ど
の
天
文
現
象
か
ら
分
け
ら
れ
、
特
別
に
「
祅
星
」
と
い
う

項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。『
史
記
』
な
ど
か
ら
の
転
載
の
ほ
か
、 

 

劉
向
洪
範
傳
曰
彗
星
者
去
穢
布
新
者
也
此
天
所
以
去
無
道
而
建
有
徳
也
、
鄭
玄
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曰
彗
星
主
掃
除
、
又
曰
彗
星
者
君
臣
失
政
濁
乱
三
光
五
星
逆
錯
変
気
之
所
生
也
。 

 
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
。「
君
臣
失
政
」
の
よ
う
な
政
治
批
判
の
視
点
の

あ
る
一
方
で
、「
去
無
道
而
建
有
徳
」
と
い
う
い
わ
ば
前
進
的
な
方
向
で
「
去

穢
布
新
」
と
と
ら
え
る
解
釈
も
見
ら
れ
る
。 

 

彗
星
出
現
に
対
す
る
中
国
で
の
受
け
止
め
方
を
総
合
す
れ
ば
、「
除
舊
布

新
」、「
兵
乱
」
や
「
君
臣
失
政
」
な
ど
を
主
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

日
本
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
六
国
史
に
は
、
彗
星
出
現
が
二
十
二
回

記
さ
れ
て
い
る
が
（

12
）

、
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い

な
い
（

13
）

。 

例
外
的
に
六
国
史
で
解
釈
も
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、『
日

本
書
紀
』・
巻
二
十
三
舒
明
天
皇
に
見
ら
れ
る
（

14
）

。 

 
 

六
年
秋
八
月
、
長
星
見
南
方
、
時
人
曰
彗
星
。
七
年
春
正
月
、
彗
星
廻
見
于
東

…
十
一
年
正
月
己
巳
、
長
星
見
西
北
。
時
旻
師
曰
、
彗
星
也
、
見
則
飢
之
。 

 

と
、
三
回
の
彗
星
出
現
を
記
し
、
彗
星
は
飢
饉
の
予
兆
と
し
て
解
釈
し
て
い

る
。 

 

『
続
日
本
後
紀
』（
15
）

承
和
六
年
の
条
に
、「
正
月
丙
子
、
彗
星
見
兌
方
、

長
一
許
丈
…
二
月
丁
卯
、
令
東
西
両
寺
講
読
般
若
心
経
、
以
彗
星
頻
見
也
」

と
記
し
て
、
般
若
心
経
を
講
読
さ
せ
る
理
由
を
彗
星
が
頻
繁
に
出
現
し
た
た

め
だ
と
し
て
い
る
。
重
く
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

天
文
道
に
関
す
る
勘
文
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
『
諸
道
勘
文
』（
16
）

を
見
て

み
る
と
、 

 

天
文
録
云
。
彗
星
去
穢
布
新
也
。
此
去
無
道
而
建
有
徳
也
。
…
彗
星
者
君
臣
失

政
、
濁
乱
三
光
、
五
星
錯
逆
、
変
気
之
所
生
也
。
白
彗
金
精
。
主
臣
争
権
。
又

云
。
彗
出
有
反
者
。
兵
起
。
其
国
乱
。
主
死
不
出
一
歳
。 

 

と
、「
去
穢
布
新
」
の
ほ
か
、「
主
臣
権
を
争
う
」「
挙
兵
し
て
謀
反
す
る
者

が
い
る
」「
一
年
以
内
に
国
が
乱
れ
て
主
が
死
ぬ
」
と
、
三
つ
の
意
味
で
彗

星
出
現
を
解
釈
し
、
い
ず
れ
も
国
の
存
亡
、
君
主
の
運
命
に
関
わ
る
よ
う
な

重
大
事
件
の
予
兆
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。 

 

古
代
中
国
も
日
本
も
、「
彗
星
出
現
」
を
重
く
受
取
っ
て
、
主
に
「
除
舊

布
新
」、「
兵
乱
」
及
び
「
君
臣
失
政
」「
主
臣
争
権
」
の
兆
し
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 3
、
中
国
、
日
本
に
お
け
る
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
の
認
識 

 
 

『
平
家
物
語
』
の
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
は
、『
天
文
要
録
』
の
引
用
に
よ

っ
て
、「
兵
乱
謀
反
」
を
予
兆
し
て
い
る
が
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
が
も
と
も

と
そ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
こ
う
。 
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ま
ず
『
天
文
要
録
』（
17
）

を
確
認
し
て
み
る
。
但
し
本
来
あ
る
べ
き
「
太
白

占
第
九
」
は
現
在
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、「
昴
占
第
廿
八
」
し
か
確
認
で
き

な
か
っ
た
。「
昴
占
第
廿
八
」
に
は
『
平
家
物
語
』
の
引
用
す
る
よ
う
な
占

文
は
載
っ
て
い
な
い
が
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
を
「
其
国
侯
王
有
咎
印
逆
死

不
出
半
周
」、「
大
将
軍
失
国
堺
不
出
五
年
」「
大
人
當
之
兵
起
期
三
年
」
な

ど
と
、
い
ず
れ
も
国
家
的
な
大
変
事
な
い
し
兵
乱
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て

解
釈
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、『
史
記
』
天
官
書
は
、
昴
星
に
つ
い
て
「
昴
七
星
…
揺
動
若
跳
躍

者
、
胡
兵
大
起
、
一
星
不
見
、
皆
兵
之
憂
也
」
と
、
太
白
に
つ
い
て
は
「
太

白
出
則
出
兵
、
入
則
入
兵
」
と
記
し
、
両
方
と
も
「
兵
乱
」
に
関
る
も
の
と

解
釈
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、『
後
漢
書
』・
天
文
志
に
、「
延
光
三
年
二
月
辛
未
、
太
白
犯
昂
」

と
記
さ
れ
、
注
に
石
氏
星
占
：『
太
白
守
昂
、
兵
従
門
闕
入
、
主
人
走
。』
欷

萌
曰
：『
不
有
亡
国
、
必
有
謀
主
。』
又
云
：『
入
昂
、
大
赦
』」
と
、〈
太
白

昂
星
犯
合
〉
は
、「
兵
門
闕
よ
り
入
り
、
主
人
走
る
」「
国
を
亡
ぼ
す
こ
と
有

ら
ず
、
必
ず
主
を
謀
る
こ
と
有
る
」
と
、
兵
乱
が
起
こ
り
、
君
主
が
逃
げ
出

し
て
命
が
危
う
く
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
平
家
物
語
が
引
用
す
る
『
天
文

要
録
』
の
占
文
と
、「
兵
乱
」
を
予
兆
す
る
と
い
う
視
点
で
一
致
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。 

日
本
で
は
、
養
和
二
年
以
前
は
、
一
回
だ
け
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
が
観
察

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（

18
）

。
そ
れ
は
、『
日
本
紀
略
』（
19
）

寛
平
五
年
五
月
の

条
「
廿
九
日
戊
戌
。
日
入
時
。
太
白
失
度
。
守
昂
星
北
旁
」
で
あ
る
。
こ
の

現
象
に
対
す
る
占
文
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。 

1
〜
3
の
ま
と
め 

 

『
平
家
物
語
』
に
記
さ
れ
る
二
つ
の
天
変
は
、
古
代
か
ら
重
要
視
さ
れ
て

き
た
。
中
国
お
よ
び
日
本
で
は
、〈
彗
星
出
現
〉
を
主
に
「
除
舊
布
新
」、「
兵

乱
」
及
び
「
君
臣
失
政
」「
主
臣
争
権
」
の
兆
し
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
玉
葉
』『
山
槐
記
』
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
彗
星
記
事

は
史
実
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
家
物
語
に
記
さ
れ
た
実
際
の
時
代

に
お
い
て
も
、「
第
一
之
変
」「
希
代
之
変
」「
除
舊
布
新
之
象
」
と
し
て
み

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
は
、
古
代
中
国
が
「
兵
乱
」
の
兆
し
と
し
て
と
ら
え
、

物
語
に
お
け
る
『
天
文
要
録
』
の
引
用
と
一
致
す
る
。『
玉
葉
』
に
同
じ
天

変
が
記
さ
れ
、「
殊
勝
大
事
之
変
」
と
、
か
な
り
凶
兆
視
し
て
い
る
。 

 

三
、
二
つ
の
天
変
記
事
の
先
行
研
究 

 

二
つ
の
天
文
異
変
と
構
想
と
の
関
わ
り
を
論
ず
る
研
究
を
概
観
す
る
。 

〈
彗
星
出
現
〉
に
関
し
て
は
、
水
原
一
は
、
巻
三
の
不
穏
な
歴
史
の
前
兆

だ
と
述
べ
、（
20
）

松
尾
葦
江
は
、
治
承
二
年
と
い
う
年
を
暗
示
す
る
も
の
と
、

指
摘
し
て
い
る
。（
21
）

佐
伯
真
一
は
、
彗
星
を
含
め
る
巻
三
前
半
の
怨
霊
の
恐

怖
や
不
吉
な
予
感
を
安
徳
帝
の
暗
い
運
命
と
関
わ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い

る
。（
22
）

三
氏
と
も
に
比
較
的
近
い
射
程
内
の
予
兆
と
し
て
み
て
い
る
。 

〈
太
白
昴
星
犯
合
〉
に
関
し
て
は
、
美
濃
部
重
克
は
兵
革
と
平
家
の
滅
亡

の
予
兆
だ
と
述
べ
（

23
）

、『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
全
釈
・
巻
七
』
は
、
天
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文
要
録
の
引
用
の
本
来
の
形
が
「
将
軍
が
四
夷
に
国
境
を
侵
さ
れ
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
（

24
）

。 
二
つ
の
天
文
異
変
を
あ
わ
せ
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
の
は
、
小
野
美
典

で
あ
る
。
小
野
は
彗
星
、
金
星
な
ど
の
七
つ
の
天
変
地
異
（
二
つ
の
天
文
異

変
、
五
つ
の
地
異
）
を
手
が
か
り
に
、
物
語
の
構
想
を
論
じ
て
い
る
。
慧
星

は
単
に
巻
三
・
巻
四
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
平
家
滅
亡
を
視

野
に
入
れ
て
、
具
体
的
に
は
、
安
徳
天
皇
を
忌
ま
わ
し
き
運
命
を
背
負
っ
た

帝
と
し
て
誕
生
さ
せ
た
と
論
じ
、
巻
六
の
金
星
は
、
平
家
滅
亡
を
見
通
し
た

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
「
四
夷
お
こ
る
」
と
い
う
形
で
明
示
し
、
巻
を
追

う
ご
と
に
平
家
滅
亡
へ
と
収
斂
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（

25
）

。 

二
つ
の
天
変
記
事
が
平
家
の
滅
亡
す
る
運
命
と
絡
ま
せ
て
書
か
れ
る
と

い
う
小
野
の
指
摘
に
私
も
同
感
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
指
し
示
す
こ
と
、

ど
の
よ
う
に
平
家
の
滅
亡
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
平
家
物
語
の
も
う

一
つ
の
主
題
・
末
法
思
想
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

『
平
家
物
語
』
と
末
法
思
想
の
関
わ
り
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
時
枝
誠
記
は
「
原
平
家
」
の
構
想
で
あ
る
と
指
摘
し
（

26
）

、
さ
ら

に
、
佐
々
木
八
郎
は
、
覚
一
本
平
家
物
語
に
お
け
る
末
法
思
想
の
要
素
を
細

か
く
検
討
し
た
（

27
）

。 

両
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
、
関
口
忠
男
は
、「
流
布
本
『
平
家
物
語
』
前
半

部
に
お
け
る
末
法
思
想
、
後
半
部
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
は
、
い
ず
れ
も

「
滅
び
」
の
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る
」「
前
半
部
の
巻
々
を
統
一
し
て
い

る
の
は
、「
滅
び
」
を
描
く
も
の
と
し
て
の
、
仏
法
と
王
法
と
の
滅
び
の
叙

述
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
平
家
物
語
』
後
半
部
に
は
、「
滅
び
」
の
叙
述

と
し
て
の
、
平
家
一
門
の
滅
び
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
」
と
指
摘
す

る
（

28
）

。 

二
つ
の
天
変
記
事
に
関
し
て
、
関
口
は
、
屋
代
本
に
お
け
る
彗
星
出
現
の

評
言
「
天
下
大
ニ
乱
テ
国
ニ
大
兵
乱
起
ト
モ
イ
ヘ
リ
」
に
よ
り
、
彗
星
出
現

を
末
法
的
事
象
と
し
て
見
な
し
て
い
る
が
、「
流
布
本
の
場
合
は
「
赦
文
」

に
前
後
の
事
件
と
無
関
係
に
記
録
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
の

に
対
し
、
屋
代
本
の
場
合
は
巻
第
二
の
最
末
の
記
事
と
な
っ
て
お
り
、
し
か

も
予
見
的
な
評
言
さ
え
も
加
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（

29
）

。
伝
本

に
よ
っ
て
構
想
上
の
関
わ
り
、
差
異
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

私
は
、〈
彗
星
出
現
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
も
、
末
法
と
い

う
物
語
の
構
想
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
想
に
基
づ
い

て
位
置
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。 

 

四
、
覚
一
本
に
お
け
る
天
変
記
事
の
あ
り
方 

 
    
    

二
つ
の
天
変
記
事
と
も
に
物
語
の
前
半
部
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
語

全
体
の
構
想
に
と
っ
て
予
兆
的
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。 〈

彗
星
出
現
〉
に
つ
い
て
は
、
関
口
忠
男
は
「「
赦
文
」
に
前
後
の
事
件

と
無
関
係
に
記
録
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
は
、

物
語
上
明
記
し
て
い
な
い
が
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、〈
彗
星
出
現
〉
は

「
除
舊
布
新
」、「
兵
乱
」
及
び
「
君
臣
失
政
」「
主
臣
争
権
」
な
ど
の
兆
し

で
あ
る
と
、
解
釈
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
を
背
景
に
し
て
考
え
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る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。 

〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
は
、『
天
文
要
録
』
の
引
用
を
通
し
て
兵
乱
と
の
つ

な
が
り
で
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
巻
六
以
降
に
記

さ
れ
る
戦
闘
描
写
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
考
え
た
い
。 

佐
々
木
八
郎
、
関
口
忠
男
の
検
討
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
二
つ
の
天
変
記

事
を
末
法
と
の
関
連
で
見
な
お
し
て
み
よ
う
。 

 1
、
仏
法
衰
微
記
事
か
ら
「
彗
星
出
現
」
を
見
る 

 
 

仏
法
衰
微
記
事
は
平
家
物
語
前
半
に
集
中
す
る
が
、
二
つ
の
天
変
記
事
と

あ
わ
せ
て
整
理
し
て
み
る
。 

 

巻
一 

 

額
打
論
―
―
清
水
寺
炎
上
―
―
鵜
川
軍
・
願
立
・
御
輿
振 

巻
二 

 

座
主
流
―
―
山
門
滅
亡
（
治
承
元
年
九
月
） 

―
―
善
光
寺
炎
上
（
治
承
元
年
九
月
頃
か
） 

巻
三 

 

〈
彗
星
出
現
〉（
治
承
二
年
正
月
）    

巻
四 

 

厳
島
御
幸
（
新
院
の
厳
島
参
詣
）
―
― 

三
井
寺
炎
上
（
治
承
四
年
五
月
廿
七
日
）

三
井
寺
炎
上
（
治
承
四
年
五
月
廿
七
日
）

三
井
寺
炎
上
（
治
承
四
年
五
月
廿
七
日
）

三
井
寺
炎
上
（
治
承
四
年
五
月
廿
七
日
）    

巻
五 

 

奈
良
炎
上
（
治
承
四
年
十
二
月
廿
八
日
） 

巻
六 
 

新
院
崩
御
（
奈
良
炎
上
の
後
日
談
・
南
都
の
荒
廃
） 

巻
六 
 

〈
太
白
昴
星
犯
合
〉 

 
 
 
 
 

 

ま
ず
注
目
す
る
の
は
〈
彗
星
出
現
〉
を
境
と
し
て
、
性
格
に
変
化
が
生
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

〈
彗
星
出
現
〉
前
の
仏
法
衰
微
記
事
は
、
平
家
の
悪
行
と
は
直
接
的
な
関

り
が
な
い
。
二
条
院
葬
送
時
の
興
福
寺
・
延
暦
寺
の
額
を
打
つ
順
序
を
め
ぐ

る
衝
突
を
記
す
「
額
打
論
」、
仏
教
教
団
の
対
立
に
よ
る
「
清
水
寺
炎
上
」、

西
光
父
子
の
悪
行
に
よ
る
「
鵜
川
軍
」・「
願
立
」・「
御
輿
振
」、「
座
主
流
」、

宗
教
的
対
立
の
結
果
、
延
暦
寺
の
荒
れ
果
て
た
様
子
を
記
す
「
山
門
滅
亡
」、

原
因
不
明
の
「
善
光
寺
炎
上
」
な
ど
な
ど
。
い
ず
れ
も
社
会
全
体
の
世
相
と

し
て
の
仏
法
衰
微
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
巻
三
の
彗
星
記
事
以
降
に
記
さ
れ
る
新
院
の
厳
島
参
詣
、
三
井

寺
炎
上
、
南
都
炎
上
、
南
都
の
荒
廃
に
な
る
と
、
平
家
の
悪
行
に
よ
る
仏
法

衰
微
を
表
す
事
件
に
一
変
す
る
。
新
院
は
法
皇
の
こ
と
を
清
盛
に
と
り
な
す

た
め
、
帝
都
の
寺
院
を
さ
し
お
い
て
、
平
家
が
尊
崇
す
る
厳
島
へ
参
詣
す
る

「
厳
島
御
幸
」、
平
氏
が
三
井
寺
を
焼
き
払
っ
て
、
僧
た
ち
を
処
罰
し
た
「
三

井
寺
炎
上
」、
平
氏
の
放
っ
た
火
に
大
仏
は
焼
け
落
ち
、
焼
死
者
は
お
び
た

だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
、「
天
下
の
衰
微
」
を
象
徴
す
る
「
奈
良
炎
上
」、
冒

頭
に
「
仏
法
王
法
共
に
つ
き
ぬ
る
事
ぞ
あ
さ
ま
し
き
」
と
の
評
言
及
び
僧
官

の
解
任
な
ど
の
奈
良
炎
上
の
後
日
談
を
記
す
「
新
院
崩
御
」。
仏
教
関
係
の

一
連
の
記
事
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
彗
星
出
現
記
事
を
境
と
し
て
み
る

な
ら
ば
、
仏
法
衰
微
の
原
因
が
平
家
の
悪
行
で
あ
る
と
変
わ
っ
て
行
く
。
こ

の
よ
う
な
記
事
の
配
置
及
び
解
釈
は
意
図
的
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

さ
ら
に
彗
星
記
事
前
後
の
仏
法
衰
微
記
事
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
山
門

滅
亡
、
善
光
寺
炎
上
、
三
井
寺
炎
上
と
い
う
三
つ
の
記
事
に
お
け
る
虚
構
に

気
づ
く
。 
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山
門
滅
亡
の
事
件
は
、
物
語
上
は
治
承
元
年
九
月
と
し
て
い
る
が
、『
玉

葉
』
治
承
二
年
十
月
四
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
治
承
二
年
十
月
四
日
の
こ
と
で

あ
る
。 

善
光
寺
炎
上
は
、
物
語
上
「
其
比
」
と
記
す
だ
け
だ
が
、
前
後
の
記
事
を

見
て
み
る
と
、
治
承
元
年
九
月
頃
と
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』

文
治
三
年
七
月
二
十
七
日
の
条
（

30
）

に
よ
る
と
、
治
承
三
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
ら
し
い
。 

と
な
れ
ば
、
山
門
滅
亡
も
善
光
寺
炎
上
も
、「
治
承
二
年
正
月
」
の
後
に

発
生
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
時
間
を
改
め
、
約
一
年
な
い
し
一
年
半
ぐ
ら
い

早
い
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
物
語
上
で
は
彗
星
記
事
の
前
に
発
生
す
る

事
件
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
の
時
間
の
改
変
は
〈
彗
星
出
現
〉
の
ね
ら

い
を
示
す
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
三
井
寺
炎
上
は
、
治
承
四
年
五
月
廿
七
日
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
玉

葉
』『
山
槐
記
』
等
に
よ
る
と
、
治
承
四
年
十
二
月
十
一
日
が
正
し
い
の
で

あ
る
。
三
井
寺
炎
上
の
時
間
改
変
に
つ
い
て
、
覚
一
本
「
三
井
寺
炎
上
」
の

巻
頭
に
は
、「
南
都
、
三
井
寺
、
或
は
宮
う
け
と
り
奉
り
、
或
は
宮
の
御
む

か
へ
に
参
る
、
こ
れ
も
ッ
て
朝
敵
な
り
。
さ
れ
ば
三
井
寺
を
も
南
都
を
も
、

せ
め
ら
る
べ
し
と
て
」
と
記
し
、
三
井
寺
炎
上
を
以
仁
王
事
件
と
の
関
連
か

ら
描
い
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
（

31
）

。 

し
か
し
、
三
井
寺
炎
上
の
記
事
に
お
い
て
は
、
時
間
だ
け
の
虚
構
で
は
な

い
。『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
二
月
十
二
日
の
条
に
よ
る
と
、「
堂
衆
勢
少
引
退
、

向
江
州
方
了
、
官
兵
等
焼
払
三
井
寺
近
辺
、
並
寺
中
房
舎
少
々
、
不
及
堂
舎

云
々
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
火
事
は
房
舎
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
、
物
語
に
記
さ

れ
る
「
堂
舎
塔
廟
六
百
三
十
七
宇
、
大
津
の
在
家
一
千
八
百
五
十
三
宇
、
智

証
の
わ
た
し
給
へ
る
一
切
経
七
千
余
巻
、
仏
像
二
千
余
体
、
忽
ち
に
煙
と
な

る
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
と
比
べ
て
、
は
る
か
に
炎
上
の
レ
ベ
ル
が
違
っ
て
い

る
。
そ
こ
ま
で
三
井
寺
炎
上
の
焼
失
を
誇
張
す
る
の
は
、
平
家
の
悪
行
を
強

調
し
、
平
家
の
悪
行
に
よ
る
仏
法
の
衰
微
を
印
象
的
に
表
し
た
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

「
山
門
破
滅
」「
善
光
寺
炎
上
」
を
〈
彗
星
出
現
〉
の
前
に
発
生
し
た
よ

う
に
虚
構
し
、
ま
た
「
三
井
寺
炎
上
」
の
焼
失
状
況
を
は
る
か
に
誇
張
し
て

い
る
の
は
、
物
語
の
前
半
の
構
想
・
末
法
の
構
想
に
よ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

物
語
の
前
半
に
記
さ
れ
る
末
法
現
象
の
仏
法
衰
微
は
、
二
段
階
に
分
け
て

記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

第
一
段
階
は
彗
星
出
現
以
前
で
あ
り
、
山
門
破
滅
、
善
光
寺
炎
上
を
含
む

平
家
の
悪
行
と
関
係
な
く
、
社
会
的
な
仏
法
の
衰
微
記
事
が
記
さ
れ
る
。 

そ
れ
か
ら
、
法
皇
と
清
盛
と
の
不
満
を
記
す
記
述
、
と
平
家
一
家
の
ま
す

ま
す
の
繁
栄
を
表
す
中
宮
懐
妊
記
事
の
間
に
、
主
に
「
除
舊
布
新
」、「
兵
乱
」

及
び
「
君
臣
失
政
」「
主
臣
争
権
」
の
兆
し
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
〈
彗

星
出
現
〉
が
記
さ
れ
る
。 

物
語
上
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、「
除
舊
布
新
」「
君
臣
失
政
」
と
い
う
と

ら
え
方
で
、
第
二
段
階
に
お
い
て
、
平
家
の
ま
す
ま
す
の
出
世
に
伴
っ
て
、

平
家
の
悪
行
も
一
段
と
ひ
ど
く
な
り
、
具
体
的
に
彗
星
出
現
は
そ
の
悪
行
に

よ
る
三
井
寺
炎
上
、
南
都
炎
上
な
ど
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 
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山
門
破
滅
と
善
光
寺
炎
上
に
お
け
る
時
間
の
改
変
、
三
井
寺
炎
上
に
お
け

る
炎
上
状
況
の
誇
張
は
そ
の
構
想
を
う
か
が
わ
せ
る
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

2
、
王
法
衰
微
記
事
か
ら
「
彗
星
出
現
」
を
見
る 

 

次
に
、
関
口
忠
男
の
論
文
・「『
平
家
物
語
』
の
主
題
・
構
想
と
末
法
思
想
」

に
お
け
る
王
法
衰
微
の
記
事
の
判
断
を
踏
ま
え
、
王
法
衰
微
を
表
す
記
事
を

整
理
し
て
み
る
（

32
）

。 

 

巻
一 

  

殿
上
闇
討
―
―
禿
髪
―
―
吾
身
栄
花
―
―
二
代
后
―
―
殿
下 

乗
合
―
―
鹿 

谷
―
―
内
裏
炎
上 

巻
二 

 

「
西
光
被
斬
」
か
ら
「
大
納
言
流
罪
」
ま
で
の
鹿
谷
事
件
の
後 

日
談 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

巻
三 

 

〈
彗
星
出
現
〉 

 
 

巻
三 

 

大
臣
流
罪
―
―
法
皇
被
流 

巻
四 

 

厳
島
御
幸
（
高
倉
天
皇
譲
位
・
安
徳
帝
即
位
・
新
院
の
厳
島
参

詣
）
―
―
高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反 

巻
五 

 

都
遷
―
―
都
帰 

巻
六 

 

〈
太
白
昴
星
犯
合
〉 

 

彗
星
記
事
以
前
に
記
さ
れ
る
王
法
衰
微
記
事
の
性
質
は
様
々
で
あ
り
、
四

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
み
る
。 

ま
ず
は
「
殿
上
闇
討
」「
吾
身
栄
花
」
で
あ
る
。
平
家
一
族
の
昇
進
記
事

で
あ
る
が
、「
殿
上
闇
討
」
で
は
末
世
の
乱
れ
を
嘆
く
「
末
代
い
か
が
あ
ら

ん
ず
ら
む
、
お
ぼ
つ
か
な
し
」、「
吾
身
栄
花
」
で
は
平
家
一
門
の
み
の
繁
栄

を
描
き
、「
兄
弟
左
右
に
相
並
ぶ
事
、
末
代
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
不
思
議
な

り
し
事
ど
も
な
り
」
と
批
判
す
る
。 

二
つ
目
は
、
皇
室
内
部
に
直
接
関
わ
る
事
件
「
二
代
后
」「
内
裏
炎
上
」

で
あ
る
。「
二
代
后
」
は
世
上
の
不
穏
な
動
き
や
院
・
内
の
対
立
な
ど
を
示

し
、
皇
室
の
内
部
の
対
立
か
ら
王
法
の
衰
微
を
表
す
。「
内
裏
炎
上
」
は
山

門
と
院
庁
の
対
立
抗
争
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
王
法
の
代
表
で
あ
る
内
裏
の

炎
上
は
、
王
法
衰
微
そ
の
も
の
で
あ
る
。
内
裏
炎
上
は
、
彗
星
出
現
以
前
の

王
法
衰
微
記
事
の
頂
点
と
も
言
え
よ
う
。 

三
つ
目
は
、
平
家
の
悪
行
記
事
。
反
平
家
の
動
き
を
封
じ
る
た
め
の
「
禿

髪
」、
王
法
を
守
る
立
場
に
あ
る
摂
政
・
基
房
を
乱
暴
す
る
「
殿
下
乗
合
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
平
家
の
悪
行
に
よ
る
旧
来
の
政
治
体
制
・
王
法
へ
の
冒

瀆
で
あ
る
。 

最
後
は
反
平
家
の
動
き
及
び
平
家
の
激
し
い
反
発
。
そ
れ
は
「
鹿
谷
」
及

び
「
西
光
被
斬
」
か
ら
「
大
納
言
流
罪
」
ま
で
の
鹿
谷
事
件
の
後
日
談
で
あ

る
。
こ
の
類
に
現
れ
る
王
法
の
衰
微
と
い
う
の
は
、「
よ
し
な
き
謀
反
」・
鹿

谷
事
件
へ
の
批
判
と
、
謀
反
を
厳
し
く
鎮
圧
す
る
平
家
の
振
る
舞
い
と
の
二

つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。 

巻
一
・
巻
二
、
す
な
わ
ち
彗
星
記
事
の
前
の
王
法
衰
微
の
記
事
は
、
平
家

の
悪
行
記
事
を
含
み
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
「
内
裏
炎
上
」
を
象
徴
と

す
る
王
法
衰
微
の
様
々
な
姿
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
末
世
の
王
法
衰

微
の
全
体
像
の
中
に
、
平
家
の
悪
行
は
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 
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中
宮
懐
妊
の
直
前
に
彗
星
記
事
が
記
さ
れ
、
後
の
安
徳
帝
誕
生
に
よ
り
、

平
家
の
外
戚
と
し
て
の
明
る
い
将
来
が
保
証
さ
れ
、
清
盛
を
は
じ
め
と
す
る

平
家
は
ま
す
ま
す
思
う
ま
ま
に
王
法
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

法
皇
と
清
盛
と
の
対
立
と
、
中
宮
懐
妊
と
の
間
に
記
さ
れ
る
〈
彗
星
出
現
〉

は
、
安
徳
帝
の
誕
生
に
よ
り
ま
す
ま
す
強
く
な
る
平
家
一
門
の
更
な
る
悪
行

の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

〈
彗
星
出
現
〉
以
降
に
記
さ
れ
る
王
法
衰
滅
記
事
を
み
て
み
る
と
、
専
ら

平
家
の
悪
行
に
よ
る
王
法
の
衰
微
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
ま
す

ま
す
規
模
が
大
き
く
な
る
。 

具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
清
盛
が
関
白
基
房
以
下
多
数
の
公
卿
を
解
任
し
、

関
白
や
師
長
を
流
す
事
を
記
す
「
大
臣
流
罪
」、
法
皇
を
鳥
羽
殿
へ
監
禁
す

る
「
法
皇
被
流
」、
特
に
病
気
が
な
い
の
に
、
高
倉
天
皇
に
強
い
て
三
歳
の

安
徳
天
皇
に
譲
位
さ
せ
、
新
院
は
法
皇
が
監
禁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
清
盛
に

と
り
な
す
た
め
厳
島
参
詣
す
る
と
記
す
「
厳
島
御
幸
」、
清
盛
の
思
う
ま
ま

に
福
原
遷
都
ま
で
行
わ
れ
、
法
皇
が
再
び
監
禁
さ
れ
た
と
記
す
「
都
遷
」
な

ど
な
ど
、
大
臣
を
流
す
―
―
法
皇
を
監
禁
す
る
―
―
高
倉
天
皇
譲
位
・
安
徳

帝
即
位
―
―
都
遷
、
平
家
の
悪
行
が
ま
す
ま
す
過
激
に
な
り
、
彗
星
出
現
以

降
に
記
さ
れ
る
平
家
の
悪
行
事
件
は
、
い
ず
れ
も
国
家
政
権
、
皇
族
内
部
を

思
う
が
ま
ま
動
か
せ
る
よ
う
な
、
王
法
衰
微
の
事
件
と
い
え
よ
う
。 

  

彗
星
記
事
を
境
に
し
て
、
作
者
は
末
世
の
王
法
衰
微
の
全
体
像
か
ら
平
家

一
族
の
更
な
る
悪
行
へ
発
展
し
、
平
家
の
悪
行
暴
行
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な

り
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
ま
さ
に
彗
星
が
意
味
す
る
「
除
舊
布
新
」、「
君
臣
失

政
」、「
主
臣
争
権
」
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。 

 

3
、
二
つ
の
天
変
が
示
す
「
動
乱
」 

 

「
除
舊
布
新
」、「
君
臣
失
政
」「
主
臣
争
権
」
な
ど
の
兆
し
と
し
て
と
ら

え
る
〈
彗
星
出
現
〉
を
境
に
し
て
、
仏
法
・
王
法
衰
微
記
事
は
平
家
の
悪
行

に
を
原
因
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
て
き
た
。 

一
方
、〈
彗
星
出
現
〉
は
、「
兵
乱
」
の
兆
し
と
し
て
の
解
釈
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
が
、「
動
乱
」
の
予
兆
と
い
う
解
釈
と
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。
一
体
、
二
つ
の
天
変
記
事
は
、
ど
ん
な
動
乱
の
兆
し
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
動
乱
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

物
語
に
記
さ
れ
る
主
な
動
乱
記
事
を
整
理
し
て
み
る
。 

  

巻
一 

 

鹿
谷
事
件

鹿
谷
事
件

鹿
谷
事
件

鹿
谷
事
件 

 

巻
二 

 

鹿
谷
事
件
の
露
見
及
び
そ
の
後
日
談 

 

巻
三 

 

〈
彗
星
出
現
〉 

 
 

 

巻
四 

 

高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反

高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反

高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反

高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反
及
び
そ
の
後
日
談 

 

巻
五 

 

源
氏
の
反
平
家
の
動
き
（
早
馬
な
ど
） 

 
巻
六 

 

〈
太
白
昴
星
犯
合
〉 

 
 
 
 
 

横
田
河
原
合
戦 

 

巻
七
の
「
都
落
」
か
ら
の
源
平
合
戦

源
平
合
戦

源
平
合
戦

源
平
合
戦 

 

平
家
物
語
に
記
さ
れ
る
動
乱
記
事
は
、
主
に
「
反
平
家
の
動
き
」
と
み
て
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よ
い
だ
ろ
う
。
物
語
に
記
さ
れ
る
反
平
家
の
動
き
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
〈
彗
星
出
現
〉
以
前
の
鹿
谷
事
件
、〈
彗
星
出
現
〉

と
〈
太
白
昴
星
犯
合
〉
の
間
に
記
さ
れ
る
高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反
、〈
太
白

昴
星
犯
合
〉
以
降
に
記
さ
れ
る
源
平
間
の
戦
闘
・
源
平
合
戦
。 

二
つ
の
天
変
記
事
を
境
に
、
反
平
家
運
動
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
鹿
谷
事

件
は
密
告
に
よ
り
露
見
し
て
す
ぐ
に
鎮
圧
さ
れ
、
抵
抗
な
し
て
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。
高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反
は
露
見
し
て
か
ら
平
家
の
軍
勢
と
戦
っ
た

が
全
滅
し
た
。
源
平
合
戦
は
都
落
ち
を
以
っ
て
平
家
の
逃
亡
生
活
が
は
じ
ま

り
、
壇
ノ
浦
に
お
い
て
平
家
が
滅
亡
に
至
っ
た
。
平
家
の
仏
法
・
王
法
衰
微

さ
せ
る
振
る
舞
い
に
よ
り
、
反
平
家
運
動
が
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
り
、
こ
れ

ら
の
動
乱
記
事
自
体
も
、
王
法
衰
微
・
末
世
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

彗
星
出
現
に
「
兵
乱
」
の
予
兆
の
意
味
が
あ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
は
、

高
倉
宮
・
頼
政
の
謀
反
を
指
し
、「
太
白
昴
星
犯
合
」
は
具
体
的
に
巻
六
以

降
に
記
さ
れ
る
源
平
合
戦
と
い
う
争
乱
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
物
語
は
、
二
つ
の
天
変
記
事
を
配
置
し
て
、
波
状
的
な
反
平
家
の
動
き

を
予
兆
す
る
。
二
つ
の
天
変
記
事
は
呼
応
し
合
っ
て
平
家
の
滅
亡
す
る
運
命

を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

    

1
〜
3
の
ま
と
め 

 

二
つ
の
天
変
記
事
は
、
末
法
の
世
相
を
平
家
一
族
の
滅
び
に
関
連
さ
せ
よ

う
と
い
う
物
語
の
構
想
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
末
法

的
な
記
事
と
し
て
よ
く
い
わ
れ
る
五
大
炎
上
記
事
は
彗
星
を
境
に
し
て
、
平

家
の
暴
行
に
よ
る
炎
上
に
な
る
。
五
大
炎
上
の
よ
う
に
、
彗
星
記
事
を
境
に
、

そ
の
前
に
記
さ
れ
る
末
法
現
象
は
、
末
世
の
社
会
的
な
乱
れ
を
中
心
に
描
い

て
い
る
。
そ
の
後
に
記
さ
れ
る
末
法
現
象
は
、
主
に
平
家
の
悪
行
に
よ
る
末

法
現
象
と
な
る
。 

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
は
、〈
彗
星
出
現
〉
を
記
す
こ
と
を
通
し
て
、
平

家
の
悪
行
に
よ
る
仏
法
衰
微
・
王
法
衰
微
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
「
兵
乱
」
と
い
う
と
ら
え
方
で
、〈
彗
星
出
現
〉
は
具
体
的
に
高
倉
宮
・

頼
政
の
謀
反
へ
の
示
唆
を
通
し
て
、
源
平
合
戦
を
予
兆
す
る
〈
太
白
昂
星
犯

合
〉
と
と
も
に
、
平
家
の
滅
亡
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。 

〈
彗
星
出
現
〉
が
暗
示
す
る
平
家
の
悪
行
に
よ
る
仏
法
衰
微
・
王
法
衰
微

記
事
は
、
平
家
滅
亡
の
原
因
で
あ
り
、〈
太
白
昴
星
犯
合
〉
が
暗
示
す
る
源

平
合
戦
は
平
家
滅
亡
の
結
果
で
あ
ろ
う
。 

 

覚
一
本
に
お
け
る
二
つ
の
天
文
異
変
記
事
の
あ
り
方
は
、
平
家
諸
本
に
共

通
の
構
想
な
の
か
、
そ
れ
と
も
覚
一
本
の
独
自
の
構
想
な
の
だ
ろ
う
か
。
主

要
な
諸
本
の
検
討
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。 

 
 
 

諸
本
は
、
語
り
物
系
の
百
二
十
句
本
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）、
流
布
本

（
桜
楓
社
）、
屋
代
本
（
新
典
社
）、
中
院
本
（
未
刊
国
文
資
料
及
び
国
会
図

書
館
蔵
本
の
複
写
）、
国
民
文
庫
本
（
国
民
文
庫
刊
行
会
）、
竹
柏
園
本
（
天

理
図
書
館
善
本
叢
書
）、
平
松
家
本
（
古
典
刊
行
会
）、
読
み
物
系
の
延
慶
本

（
勉
誠
出
版
）、
長
門
本
（
国
書
刊
行
会
）、
源
平
盛
衰
記
（
早
稲
田
大
学
出

版
部
）、
お
よ
び
四
部
合
戦
状
本
（
汲
古
書
院
及
び
「
文
学
」
一
九
六
六
年
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十
一
月
号
。
な
お
、『
訓
読
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
を
参
照
し
た
。）、

源
平
闘
諍
録
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
を
対
象
と
す
る
。 

 
五 
諸
本
検
討
の
結
果 

 

覚
一
本
を
含
め
、
十
三
の
諸
本
に
お
け
る
二
つ
の
天
変
記
事
を
検
討
し
て

み
る
。 

ま
ず
諸
伝
本
の
記
述
を
概
観
す
る
。 

諸
伝
本
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉
に
つ
い
て
は
、
流
布
本
は
覚
一
本
と
同

様
で
あ
る
ほ
か
、
出
現
日
時
を
治
承
元
年
に
し
て
解
釈
が
記
さ
れ
る
国
民
文

庫
本
な
ど
の
四
本
、
治
承
元
年
と
治
承
二
年
に
二
回
も
彗
星
出
現
を
記
す
百

二
十
句
本
な
ど
の
五
本
、
諸
伝
本
に
記
さ
れ
る
彗
星
記
事
は
様
々
の
よ
う
で

あ
る
。
四
部
合
戦
状
本
は
巻
二
が
欠
巻
、
巻
三
に
〈
彗
星
出
現
〉
の
記
述
な

い
。
源
平
闘
諍
録
は
巻
三
が
欠
巻
、
巻
二
相
当
の
「
一
之
下
」
に
記
述
は
な

い
。 諸

伝
本
に
お
け
る
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
の
記
述
を
確
認
し
て
み
る
と
、
源

平
盛
衰
記
の
相
当
部
分
が
欠
巻
の
ほ
か
、
記
述
内
容
は
覚
一
本
と
ほ
ぼ
同
様

で
、
諸
本
揃
っ
て
「
兵
乱
」
の
兆
し
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
（

33
）

。 

伝
本
に
よ
っ
て
異
な
る
形
を
み
せ
て
い
る
〈
彗
星
出
現
〉
記
事
に
つ
い
て

は
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
諸
本
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉
の

記
述
を
次
の
頁
の
表
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
。 

私
見
に
よ
れ
ば
、
彗
星
記
述
の
位
置
、
彗
星
出
現
の
時
間
、
彗
星
記
事
に

解
釈
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
諸
伝
本
は
Ａ
〜
Ｃ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
る
と
思
う
。 

 

Ａ 

解
釈
な
し
・
治
承
二
年
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉 

流
布
本
は
覚
一
本
と
同
様
に
、
治
承
二
年
正
月
七
日
に
お
け
る
〈
彗
星
出

現
〉
が
記
さ
れ
、
彗
星
出
現
に
対
す
る
解
釈
が
な
い
。〈
彗
星
記
事
〉
前
後

に
配
列
す
る
仏
法
・
王
法
衰
微
の
記
事
も
覚
一
本
と
同
様
の
特
徴
を
持
ち
、

山
門
破
滅
、
善
光
寺
炎
上
の
時
間
を
虚
構
し
、
三
井
寺
炎
上
の
災
害
状
況
を

誇
張
し
て
、
彗
星
出
現
を
境
に
し
て
平
家
の
悪
行
に
よ
る
仏
法
・
王
法
衰
微

記
事
と
な
る
。 

 

Ｂ 

解
釈
あ
り
・
治
承
元
年
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉 

国
民
文
庫
本
、
中
院
本
、
屋
代
本
、
源
平
盛
衰
記
の
四
本
で
あ
る
。 

 

Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
四
本
は
、
巻
二
の
末
（
相
当
部
）
に
〈
彗
星
出
現
〉
を
記

し
、
出
現
日
時
を
「
治
承
元
年
の
十
月
か
十
二
月
」
と
し
、
彗
星
出
現
に
対

す
る
解
釈
が
あ
る
。 

出
現
日
時
は
、
国
民
文
庫
本
・
中
院
本
に
お
け
る
治
承
元
年
の
「
十
月
」

と
、
屋
代
本
・
源
平
盛
衰
記
の
「
十
二
月
」
と
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
国

民
文
庫
本
・
中
院
本
・
屋
代
本
三
本
と
も
、
鹿
谷
事
件
の
後
日
談
・「
成
親

死
去
」
の
末
部
に
〈
彗
星
出
現
〉
が
記
さ
れ
、
源
平
盛
衰
記
は
「
成
親
死
去
」

に
続
い
て
、「
讃
岐
院
事
」
な
ど
の
一
連
の
怨
霊
記
事
を
挟
ん
で
記
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
鹿
谷
事
件
の
怨
霊
と
の
つ
な
が
り
を
大
き
く
意
識
し
て
い
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉
記
事
を
怨
霊
の
一

つ
の
伏
線
と
見
な
し
う
る
。 

 

表 
 

諸
伝
本
に
お
け
る
〈
彗
星
出
現
〉
の
記
述 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、 

国
民
文
庫
本
は
「
内
に
は
・
大
兵
」「
外
に
は
又
・
大
き
な
る
・
う
れ
へ
」、 

中
院
本
は
「
う
ち
に
は
大
ひ
や
う
ら
ん
」「
ほ
か
に
は
大
な
る
み
た
れ
」、 

屋
代
本
は
「
天
下
大
ニ
乱
テ
、
国
ニ
大
兵
乱
起
」 

源
平
盛
衰
記
ハ
「
大
乱
大
兵
之
瑞
相
」 

と
、
い
ず
れ
も
「
兵
乱
」
と
「
乱
れ
」
と
の
二
つ
の
内
容
で
「
彗
星
出
現
」

を
解
釈
し
て
い
る
。 

 

ま
た
四
本
に
お
け
る
山
門
破
滅
・
善
光
寺
炎
上
の
記
事
を
見
て
み
る
と
、

四
本
と
も
に
彗
星
記
事
の
後
に
記
さ
れ
る
。（
屋
代
本
は
山
門
破
滅
に
当
た

る
記
事
し
か
な
い
） 

 

Ｃ 

二
回
記
さ
れ
る
〈
彗
星
出
現
〉 

竹
柏
園
本
、
平
松
家
本
、
百
二
十
句
本
、
長
門
本
、
延
慶
本
の
五
本
で
あ

る
。
五
本
と
も
に
「
治
承
元
年
十
二
月
廿
四
日
」
の
彗
星
①
と
「
治
承
二
年

正
月
七
日
」
の
彗
星
②
と
、
二
回
〈
彗
星
出
現
〉
が
記
さ
れ
る
。 

 

ま
ず
、
彗
星
①
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
竹
柏
園
本
、
平
松
家
本
、
百
二
十

句
本
の
三
本
は
、
鹿
谷
事
件
の
後
日
談
・「
成
親
死
去
」
の
末
部
に
記
さ
れ
、

長
門
本
、
延
慶
本
の
二
本
は
「
成
親
死
去
」
に
続
い
て
、「
讃
岐
院
事
」
な

ど
の
怨
霊
記
事
を
挟
ん
で
記
さ
れ
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
彗
星
出
現
と
同
じ
く

彗
星
①
は
怨
霊
の
一
つ
の
伏
線
と
見
な
し
う
る
。 

 

Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
彗
星
①
の
解
釈
を
見
て
み
る
と
、 

竹
柏
園
本
は
「
天
下
大
乱
国
大
兵
乱
起
」 

平
松
家
本
は
「
天
下
大
乱
国
大
兵
起
」 

百
二
十
句
本
は
「
天
下
乱
れ
て
、
大
兵
乱
国
に
起
ら
ん
」 

長
門
本
は
「
内
有
大
兵
外
大
乱
」 

延
慶
本
は
「
内
有
大
兵
、
外
有
大
乱
」 

     

諸 本 の 記 述 
 

   

Ｃ

    

Ｂ

 

Ａ 

四
部
合
戦
状
本 

源
平
闘
諍
録 

延
慶
本 

長
門
本 

竹
柏
園
本 

平
松
家
本 

百
二
十
句
本 

屋
代
本 

源
平
盛
衰
記 

国
民
文
庫
本 

中
院
本 

覚
一
本 

流
布
本 

彗
星
出
現
の
時
間 

彗
星
の
記
述
位
置 

    

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

 

治
承
元
年
十
月

廿
五
か
廿
七
日 

欠
巻 

な
し 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

●
解
釈
あ
り 

    

治
承
元
年
十

二
月
廿
四
日 

巻
二
の
末
部 

な
し 

欠
巻 

◎◎◎◎
解
釈
？ 

◎◎◎◎
解
釈
？ 

○○○○
解
釈
な
し 

○○○○
解
釈
な
し 

○○○○
解
釈
な
し 

   

○○○○
解
釈
な
し 

○○○○
解
釈
な
し 

治
承
二
年 

正
月
七
日 

巻
三
の
初
め 
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と
、
す
べ
て
「
大
乱
」「
大
兵
」
と
解
釈
し
て
い
る
。 

そ
れ
か
ら
、
彗
星
②
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
竹
柏
園
本
、
平
松
家
本
、

百
二
十
句
本
に
お
け
る
記
述
内
容
は
覚
一
本
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
の
三

本
に
お
い
て
彗
星
②
が
記
さ
れ
る
の
は
、
彗
星
①
の
「
大
乱
」「
大
兵
」
の

解
釈
を
強
調
す
る
効
果
を
狙
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

延
慶
本
、
長
門
本
二
本
に
お
け
る
彗
星
②
は
違
っ
て
く
る
。 

延
慶
本
は
覚
一
本
と
同
様
な
記
述
を
持
つ
他
、「
何
事
ノ
有
ベ
キ
ヤ
ラ
ム

ト
、
人
怖
ヲ
ナ
ス
。」
と
記
し
て
、
よ
り
明
確
に
凶
兆
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。 

 
 

長
門
本
は
、
覚
一
本
と
同
様
な
記
述
に
続
い
て
、 

  

陰
陽
頭
泰
親
朝
臣
申
し
け
る
は
、
蚩
尤
旗
に
も
あ
ら
ず
赤
気
に
も
あ
ら
ず
、
天

文
要
集
の
ご
と
く
は
、
太
白
犯
昴
井
者
、
天
子
浮
海
、
失
珍
寶
、
西
海
血
流
、

大
臣
被
誅
と
い
へ
り
、
何
事
の
あ
る
べ
き
や
ら
ん
と
、
人
怪
み
を
な
す
。 

 と
記
さ
れ
、
ま
た
当
天
文
異
変
を
「
太
白
犯
昴
井
」
と
し
、「
天
子
浮
海
、

失
珍
寶
、
西
海
血
流
、
大
臣
被
誅
」
と
解
釈
し
、
壇
ノ
浦
に
お
け
る
幼
帝
入

水
、
宝
剣
の
紛
失
、
平
家
一
門
の
滅
亡
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

さ
ら
に
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
山
門
破
滅
・
善
光
寺
炎
上
の
記
事
を
見
て

み
る
と
、
い
ず
れ
も
二
つ
の
彗
星
出
現
の
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。（
平
松

家
本
・
竹
柏
園
本
・
百
二
十
句
本
は
山
門
滅
亡
に
当
た
る
記
事
し
か
な
い
） 

 

Ａ
〜
Ｃ
の
ま
と
め 

 

流
布
本
・
覚
一
本
は
、
二
つ
の
天
変
記
事
を
平
家
滅
亡
の
「
因
」「
果
」

を
暗
示
す
る
構
想
の
も
と
に
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

他
の
諸
本
は
、
山
門
破
滅
・
善
光
寺
炎
上
の
記
事
を
〈
彗
星
出
現
〉
の
後

に
記
す
。
覚
一
本
・
流
布
本
の
よ
う
に
彗
星
記
事
前
後
に
よ
っ
て
末
法
的
な

記
事
の
性
質
が
変
わ
る
効
果
が
な
い
。
彗
星
出
現
は
、「
怨
霊
」
を
意
識
し

な
が
ら
、「
乱
れ
」「
兵
乱
」
を
暗
示
す
る
。
ま
た
兵
乱
の
兆
し
で
あ
る
と
い

う
視
点
で
、〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
の
暗
示
機
能
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。 

 

以
上
、
諸
伝
本
の
あ
り
方
を
、
主
と
し
て
覚
一
本
と
の
比
較
の
上
で
概
観

し
た
。 

    

終
わ
り
に 

  

本
稿
は
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
記
さ
れ
る
二
つ
の
天
変
・〈
彗
星
出

現
〉〈
太
白
昴
星
犯
合
〉
の
あ
り
方
及
び
そ
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。 

覚
一
本
は
、
二
つ
の
天
変
に
物
語
の
展
開
を
暗
示
す
る
効
果
的
な
位
置
を

与
え
て
い
る
。
私
見
で
は
、
そ
の
位
置
は
末
法
と
平
家
滅
亡
と
い
う
物
語
の

構
想
に
深
く
関
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
天
文
異
変
を
め
ぐ
っ

て
、
中
国
及
び
日
本
の
記
録
類
を
調
査
の
上
で
暗
示
の
意
味
を
確
認
し
、
さ

ら
に
『
平
家
物
語
』
で
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
覚
一
本
を
中
心
に
、
十
三
の

諸
本
を
検
討
し
た
。 

諸
本
は
構
想
の
差
異
に
よ
り
、
二
つ
の
天
変
記
事
の
あ
り
方
も
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
い
る
。
覚
一
本
・
流
布
本
に
お
い
て
、〈
彗
星
出
現
〉
は
、
平
家

の
悪
行
に
よ
る
仏
法
衰
微
・
王
法
衰
微
、
す
な
わ
ち
平
家
滅
亡
の
原
因
を
予
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兆
し
、
ま
た
〈
太
白
昂
星
犯
合
〉
と
と
も
に
、
平
家
滅
亡
の
結
果
を
暗
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

〈
注
〉 

 

（
1
） 

美
濃
部
重
克
の
論
文
・「
平
家
物
語
の
解
釈
原
理
ー
先
表
思
想
」（『
平
家
物

語 

研
究
と
批
評
』
一
九
九
六
年
六
月 

有
精
堂
）
は
、「
天
変
」
を
「
五
行
の
天

変
」
と
「
天
文
の
天
変
」
と
い
う
二
つ
の
内
容
で
解
釈
し
て
い
る
が
、
本
論
は
「
天

文
異
変
と
し
て
天
変
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。 

覚
一
本
以
外
の
諸
伝
本
に
は

他
の
天
文
異
変
記
事
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
十
三
「
源

平
水
島
軍
事
」
に
記
さ
れ
る
日
蝕
な
ど
。
本
論
は
覚
一
本
に
記
さ
れ
る
天
文
異
変

記
事
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。 

ま
た
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
五
の
「
咸
陽

宮
」
に
は
、「
白
虹
日
を
つ
ら
ぬ
い
て
と
ほ
ら
ず
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
引
用

故
事
の
中
の
天
文
現
象
で
あ
り
、
次
元
を
異
に
す
る
と
判
断
し
、
含
め
な
い
こ
と

に
し
た
。
な
お
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
太
平
記
』
等
の
天
文
異
変
記
事
も

参
照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
は
及
ば
な
か
っ
た
。 

（
2
） 

『
史
記
・
四
』
中
華
書
局 

一
九
五
九
年
九
月
。 

（
3
） 

斉
藤
国
治
『
星
の
古
記
録
』
六
頁 

岩
波
新
書 
一
九
八
二
年
十
月
。 

（
4
） 

小
野
美
典
は
太
白
昴
星
犯
合
記
事
以
後
の
約
三
年
半
の
天
変
地
異
の
空
白

期
間
を
問
題
に
し
、
そ
の
三
年
半
に
、
惑
星
現
象
は
六
回
、
他
に
地
震
、
彗
星
出

現
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。（「
平
家
物
語
の
構
想
に
関
す
る
一
試
論
―
天
変

地
異
を
手
が
か
り
に
」
―
―
「
山
口
国
文
」
第
十
一
号 

昭
和
六
十
三
年
三
月
） 

（
5
） 

便
宜
的
に
『
史
料
綜
覧
』・
巻
三
、
巻
四
に
よ
っ
た
。 

（
6
） 

斉
藤
国
治
『
国
史
国
文
に
現
れ
る
星
の
記
録
の
検
証
』 

雄
山
閣 
昭
和

六
十
一
年
十
月
。 

（
7
） 

『
玉
葉
』
国
書
刊
行
会 

明
治
三
十
九
年
六
月
。 

（
8
） 

『
山
槐
記
』
史
料
大
成 

昭
和
十
年
六
月
。 

（
9
） 

『
漢
書
・
四
』
中
華
書
局 

一
九
六
二
年
六
月
。 

（
10
） 

『
後
漢
書
・
十
一
』
中
華
書
局 

一
九
六
五
年
五
月
。 

（
11
） 

『
太
平
御
覧
』
中
華
書
局 

一
九
六
〇
年
二
月
。 

（
12
） 

便
宜
的
に
六
国
史
索
引
（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
っ
た
。『
日
本
書
紀
索
引
』

昭
和
四
十
四
年
七
月 

『
続
日
本
紀
索
引
』
昭
和
四
十
二
年
九
月 

『
日
本
後
紀
・

続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
實
録
索
引
』
昭
和
四
十
年
五
月 

『
日
本
三
代
寶

録
索
引
』
昭
和
三
十
八
年
三
月
。 

 

（
13
） 

『
国
史
大
辞
典
』「
天
文
密
奏
」
の
項
（
小
坂
真
二 

一
〇
三
五
頁
）
に
よ

る
と
、
勘
文
の
内
容
は
天
子
の
運
命
や
国
家
の
危
殆
に
係
る
大
事
で
あ
っ
た
か
ら
、

国
史
編
纂
の
際
に
は
、
占
文
の
部
分
は
除
か
れ
、
天
変
記
事
の
み
が
国
史
に
記
載

さ
れ
た
と
い
う
。『
玉
葉
』『
明
月
記
』
な
ど
の
公
家
日
記
は
、
陰
陽
寮
か
ら
の
天

文
注
進
を
途
中
で
一
見
し
て
、
日
記
に
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。 

（
14
） 

『
日
本
書
紀
・
３
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

小
学
館 

一
九
九
六
年

十
月
。 

（
15
） 

『
日
本
後
紀
・
続
日
本
後
紀
・
文
徳
天
皇
寶
録
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
第

三
巻 

吉
川
弘
文
館 

昭
和
九
年
十
一
月
。 

（
16
） 

『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
。 

（
17
） 

国
立
天
文
台
三
鷹
図
書
室
所
蔵
の
『
天
文
要
録
』
の
写
本
に
よ
っ
た
。 

（
18
） 

斉
藤
国
治
『
国
史
国
文
に
現
れ
る
星
の
記
録
の
検
証
』
雄
山
閣 

昭
和
六

十
一
年
十
月
。 

（
19
） 

『
日
本
紀
略
前
編
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
巻 

吉
川
弘
文
館 

昭
和

四
年
十
二
月
。 

（
20
） 

『
平
家
物
語
上
』
二
〇
一
頁 

新
潮
日
本
古
典
集
成 

昭
和
五
十
四
年
四

月
。 

（
21
） 

『
平
家
物
語
論
究
』
三
〇
頁 

明
治
書
院 

昭
和
六
十
年
三
月
。 

（
22
） 

『
平
家
物
語
必
携
』
六
十
二
頁 

学
燈
社 

一
九
八
五
年
十
一
月
。 

（
23
） 

『
平
家
物
語
研
究
と
批
評
』
七
頁
「
平
家
物
語
の
解
釈
原
理
―
―
先
表
思

想
―
―
」 

有
精
堂 

一
九
九
六
年
六
月
。 

（
24
） 

早
川
厚
一
・
佐
伯
真
一
・
生
形
貴
重
校
注
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
全

釈
・
巻
七
』
五
頁 

和
泉
書
院  

二
〇
〇
三
年
六
月
。 

（
25
） 

小
野
美
典
「
平
家
物
語
の
構
想
に
関
す
る
一
試
論
―
天
変
地
異
を
手
が
か

り
に
」
―
―
「
山
口
国
文
」
第
十
一
号 

昭
和
六
十
三
年
三
月
。 

（
26
） 

「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
三
年
七
月
号 

「「
平
家
物
語
は
い
か
に
読

む
べ
き
か
」
に
対
す
る
一
試
論
」。 

（
27
） 

佐
々
木
八
郎
『
平
家
物
語
評
講 

上
』
の
「
構
造
と
意
味
」 

昭
和
三
十

八
年
二
月 

明
治
書
院
。 

（
28
） 

関
口
忠
男
『
中
世
文
学
序
考
』
一
九
二
頁 

武
蔵
野
書
院 

平
成
四
年
三

月
。 

（
29
） 
関
口
忠
男
『
中
世
文
学
序
考
』
二
〇
八
頁 

武
蔵
野
書
院 

平
成
四
年
三

月
。 

（
30
） 

『
吾
妻
鏡
』
新
訂
増
補
国
史
大
系 

吉
川
弘
文
館 

昭
和
四
十
七
年
四
月
。 

（
31
） 

関
口
忠
男
は
、「
各
巻
の
最
末
部
（
相
当
）
に
仏
法
と
王
法
と
の
衰
微
の
諸
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事
件
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏
法
と
王
法
と
の
衰
微
を
よ
り
効
果
的
、
ま
た

統
一
的
に
ま
と
め
あ
げ
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
の
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。」

と
、
物
語
の
前
半
は
ど
の
よ
う
に
末
法
現
象
を
描
く
視
点
で
、
善
光
寺
炎
上
・
三

井
寺
炎
上
の
時
間
の
虚
構
を
解
釈
し
て
い
る
。『
中
世
文
学
序
考
』
一
八
七
頁 

武

蔵
野
書
院 

平
成
四
年
三
月
。 

（
32
） 
関
口
忠
男
『
中
世
文
学
序
考
』
一
五
二
頁 

武
蔵
野
書
院 

平
成
四
年
三

月
。 

（
33
） 

流
布
本
が
覚
一
本
と
同
様
に
「
廿
一
日
」
と
す
る
ほ
か
、
諸
本
は
「
廿
三

日
」
と
し
て
い
る
。『
玉
葉
』
の
養
和
二
年
二
月
二
十
三
日
の
条
に
よ
り
、
流
布
本
・

覚
一
本
以
外
の
諸
本
は
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

主
指
導
教
員
（
鈴
木
孝
庸
教
授
）、
副
指
導
教
員
（
舩
城
俊
太
郎
教
授
・
荻
美
津
夫
教

授
） 
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